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１２ 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度

（評価方法は等価騒音レベル：Ｌｅｑ）

時 間 の 区 分
区 域 の 区 分 車線数

昼 間 夜 間
（６時～22時） （22時～６時）

ａ 区 域 及 び ｂ 区 域 の 道 路 に 面 す る 区 域 １ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

ａ 区 域 の 道 路 に 面 す る 区 域 ２以上 ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ６５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

ｂ 区 域 の 道 路 に 面 す る 区 域 ２以上 ７５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

ｃ 区 域 の 道 路 に 面 す る 区 域 １以上 ７５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

ａ、ｂ、ｃ区域内の幹線交通を担う道路に面 １以上 ７５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
する区域

ａ区域：専ら住居の用に供される区域

ｂ区域：主として住居の用に供される区域

ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

幹線交通を担う道路：一般国道、県道、４車線以上の市町村道、自動車専用道路


